
職員各位 

令和 5年 8月 
高橋病院総務課 

看護補助・介護職員の紹介制度について 

看護補助者および介護職員の人員確保が大変厳しい状況が続いております。これらの職種

については下記の新しい職員紹介制度を活用いただき、是非ご紹介くださいますようお願い

申し上げます。 

本制度では、採用となった職員に長く働いていただけると、紹介者のメリットも大きくなる

制度になっております。（看護師・セラピストについては従前どおりの制度となります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 常勤の正職員を紹介した場合となります。 

＊ 当制度への問い合わせは、本院・ゆとりろの各総務課または法人業務管理室へ 
＊ SNS上での知人など、面識が無い状況でご紹介いただいた場合は、①の紹介料の対象と
ならないことがありますのでご了承ください。（②の採用時支度金は対象となります） 

▼これまでの紹介制度　看護補助者および介護職員

３か月後 １年後 それ以降 支給合計

紹介料 10万円 20万円 なし ３０万円

入社 勤続１年

採用支度金 １０万円 10万円 なし ２０万円

▼新しい紹介制度　看護補助者および介護職員

３か月後 １年後 ２年後 ３年後 ４年後 ５年後 それ以降支給合計

紹介料 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 なし 60万円

入社 勤続１年 勤続２年 勤続３年 勤続４年 勤続５年 それ以降

採用支度金 １０万円 10万円 なし ２０万円

３か月後 １年後 ２年後 ３年後 支給合計

紹介料 10万円 10万円 10万円 なし ３０万円

入社 勤続１年 勤続２年 退職

採用支度金 １０万円 10万円 なし なし ２０万円

▼看護師

３か月後 １年後 それ以降 支給合計

紹介料 10万円 10万円 なし 2０万円

入社 勤続１年

採用支度金 １０万円 なし 1０万円

▼作業療法士・言語聴覚士

３か月後 １年後 それ以降 支給合計

紹介料 10万円 20万円 なし ３０万円

入社 勤続１年

採用支度金 １０万円 10万円 なし ２０万円
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最大５年間　紹介料を受け取ることが可能

被紹介者が退職したら、それ以降の紹介料は中止


